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１  建設部の所在地 

（１）庁舎の所在地 
    建   設   部   和歌山市森小手穂２２７番地 
 
（２）工事事務所等の名称 及び 所在地 
    海南工事事務所 海南市南赤坂１９ 
    紀 美 野 詰 所 海草郡紀美野町下佐々１０９９ 
 

２  管内市町の概要  

    
 

当建設部は、県庁所在地である和歌山市と海南市及び海草郡紀美野町の２市１

町を所管し、面積では県全体の約９．３％にあたる約４３８㎢、人口では県全体

の約４５％にあたる約４０万人を占めている。 
 

  和歌山市は紀の川の河口部に位置しており、徳川御三家のひとつである紀州徳

川家が治めていた紀州藩５５万５千石の城下町として栄えてきた。 
  また、海南市は室町時代に起源を持つ紀州漆器（黒江塗）の本場であり、和雑

貨などの伝統産業が今なお受け継がれている。 
  さらに、海草郡紀美野町はススキの草原として関西随一といわれる県立自然公

園生石高原をはじめとする豊かな自然を有している。 
 
  和歌山市など県北部は瀬戸内海式気候に属し、年間を通じて天気や湿度が安定

しており、降水量も少ない傾向となっている。 
 
   

令和8年1月

面　　　積(k㎡) 人　　　　口 世　帯　数

4,724.65 861,070 395,174
438.24 390,778 182,329
208.84 339,431 159,391

101.06 44,212 19,762
128.34 7,135 3,176

https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20260101.pdf

海 南 市

紀 美 野 町

国土地理院ウエブサイト(面積）・および県調査統計課調べをもとに表作成

　　　　　    区分

市町村

令和8年1月

県 計

管 内 計

和 歌 山 市
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３  建設部概況 

（１）沿革 
昭和 20 年 12 月 和歌山土木出張所として和歌山市手平に設置。 
昭和 23 年 5 月   和歌山市小松原通一丁目一番地県庁舎前に木造庁舎が完成し、庶務課、 

工務課を設置。 
昭和 34 年 7 月  工務課を工務第一課、工務第二課に分割し、管理課を設置、各課に主任 

 を配置。 
  昭和 35 年 7 月   河川監視員を配置。 
  昭和 41 年 8 月   各課に主査を配置。また河川監理員を配置。 
  昭和 42 年 3 月   県庁北別館新庁舎に移転し、補修課を設置。 
昭和 43 年 8 月   和歌山土木出張所を和歌山土木事務所と改め、工務関係は、和歌山班、 

海草班に分け班のもとにそれぞれ工務第一課、工務第二課を設置。 
昭和 45 年 8 月   用地課を設置。 

 昭和 48 年 8 月   和歌山班に内川工務課を設置。 
昭和 54 年 6 月   和歌山班内川工務課を改め和歌山班工務第三課を設置。 
昭和 58 年 6 月   港湾関係事業を和歌山下津港湾事務所へ移管し、和歌山班工務第二課に 

和歌山班工務第三課を統合。また、総括専門員を配置。 
昭和 59 年 2 月 補修課補修係を補修第一係、補修第二係に分割。 
昭和 62 年 6 月  庶務課を改め総務課を設置。 

                 和歌山班、海草班を廃止し、工務主幹（和歌山担当、海草担当）を配置。 
和歌山班工務第一課を改め和歌山工務第一課を設置、和歌山班工務第二 
課を改め和歌山工務第二課を設置、海草班工務第一課を改め海草工務第 
一課を設置、海草班工務第二課を改め海草工務第二課を設置、海草工務 
第一課第一係、海草工務第一課第二係を道路係に統合。 

昭和 63 年 4 月  総務課内に庶務係、工事係、市町指導係を設置し、管理課内に道路係、 
河川係を設置。和歌山工務第二課内に第一係、第二係、第三係を設置、 
海草工務第一課内に第一係、第二係を設置。海草工務第二課内に第一係、 
第二係を設置し、補修課内に補修係、舗装係、機動係、失業対策事業係 
を設置、また、野上駐在を設置。 

 平成元年 4 月   和歌山工務第二課内の第三係を第一係と第二係に統合。 
平成元年 9 月   補修課内の失業対策事業係を機動係に統合。 
平成 2 年 4 月   海草工務第一課内の第二係を第一係に統合、また、海草工務第二課内の 
        第二係を第一係に統合。 

 平成 2 年 10 月   和歌山市築港一丁目１４の２に事務所を移転。 
 平成 3 年 4 月    補修課を改め道路整備課を設置、また、和歌山工務第一課内に街路係を 

設置。 
平成 4 年 4 月    和歌山工務第一課街路係を改め街路課を設置、また、区画整理事務所廃 

止に伴い、区画整理課を設置。 
平成 5 年 4 月    道路整備課補修係を改め整備係を設置し、区画整理課工務係・換地係を 

改め換地調整係を設置。 
 平成 7 年 4 月    海南市名高に鉄道高架・日方川事務所を設置。 
  平成 8 年 4 月    区画整理課を廃止し、管理課に専門技術員を配置し、区画整理係を設置。 
 平成 9 年 4 月    企画調査課を設置。また、和歌山工務第一課を改め和歌山道路課を設置、 

       和歌山工務第二課を改め和歌山治水課を設置、海草工務第一課を改め海 
      草道路課を設置、海草工務第二課を改め海草治水課を設置。 
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平成 10 年 4 月  和歌山土木事務所を海草振興局建設部と改め、和歌山道路課を改め道路 
  課を設置、和歌山治水課を改め治水課を設置、街路課を改め街路公園課 

を設置。 
                 また、鉄道高架・日方川事務所を廃止し、海南市築地１番地７に海南工 

事事務所を設置。海南工事事務所に総務用地課、和歌山土木事務所の海 
草道路課を改め道路課を設置、海草治水課を改め治水課を設置。 

 平成 11 年 4 月   海南工事事務所道路課を改め道路建設整備課を設置。 
平成 14 年 4 月  総務課に「総務グループ」、企画調査課に「企画調査グループ」、管理 

 課に「道路管理グループ」と「河川管理グループ」、用地課に「用地グ 
ループ」、道路整備課に「整備グループ」と「機動担当」、道路課に「道 
路グループ」、治水課に「治水グループ」、街路公園課に「街路公園グ 
ループ」を設置し各グループにグループリーダーを配置。 

               海南工事事務所に事務次長を配置。海南工事事務所総務用地課を総務課 
        と用地課に分割。 

         総務課に「総務グループ」、用地課に「用地グループ」、道路建設整備 
課に「道路建設整備グループ」と治水課に「治水グループ」を設置。 

平成 15 年 4 月  海南工事事務所に高速用地課と農林道課を設置。 
        高速用地課に「高速用地グループ」､農林道課に「農林道グループ」を設 
        置。 

 平成 17 年 3 月  海南工事事務所を海南市南赤坂１９番地に移転。 
平成 18 年 4 月  企画調査課を改め事業調整課を設置、道路課及び治水課を統合し、工務 

課を設置。事業調整課に「事業調整グループ」、工務課に「道路グルー 
プ」と「治水グループ」を設置。 

                また、海南工事事務所総務課を総務管理課に改め、道路建設整備課、農 
林道課、治水課の３課を統合し、工務課を設置、市町村合併による名称 
の変更に伴い、｢野上駐在｣を改め｢紀美野駐在｣を設置。 

        総務管理課に「総務グループ」と「管理グループ」、工務課に「道路グ 
        ループ」と「治水グループ」を設置。 

  平成 20 年 4 月  海南工事事務所高速用地課を廃止。 
                県庁検査指導室設置により検査員を廃止。 
  平成 21 年 4 月  総務課及び事業調整課を統合し、総務調整課を設置。 
         総務調整課に「総務調整グループ」と「入札契約グループ」を設置。 

               また、海南工事事務所「用地課」を「総務管理課」に統合。 
         総務管理課に「総務調整グループ」と「管理グループ」及び「用地グル 

－プ」を設置。 
  平成 25 年 4 月  ｢紀美野駐在｣を廃止。 

海南工事事務所工務課に「機動担当」を配置。 
 平成 27 年 4 月  道路整備課及び海南工事事務所工務課の「機動担当」を改め「機動グル 

－プ」を設置。  
 平成 28 年 4 月  海南工事事務所総務管理課に「有田海南道路用地グループ」を設置。 
平成 29 年 4 月  管理課と道路整備課を統合し、管理保全課を設置。管理保全課に「道路

管理グループ」、「河川管理グループ」、「保全グループ」及び「機動

グループ」を設置。海南工事事務所に管理保全課を設置。総務管理課を 
総務用地課に変更。海南工事事務所管理保全課に「管理グループ」と「保

全グループ」及び「機動グループ」を設置。 
令和 2 年 4 月  海南工事事務所総務用地課「有田海南道路用地グループ」を廃止。 

 令和 2 年 7 月  和歌山市森小手穂２２７に事務所を新築、移転。 
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令和 5 年 4 月 管理保全課を管理保全第一課と管理保全第二課に分割 
       管理保全第一課に「道路管理グループ」、「道路保全グループ」 
       「機動グループ」を設置。 
       管理保全第二課に「河川管理グループ」と「河川保全グループ」 
       を設置。 
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（２）機構図 

建設部 

   
総務調整課 

  
総務調整グループ 

          

          
入札契約グループ 

         

      
用地課 

    
用地グループ 

        

      
管理保全第一課 

  
道路管理グループ 

          

          
道路保全グループ 

          

          
機動グループ 

         

      
管理保全第二課 

  
河川管理グループ 

          

          
河川保全グループ 

          

      
工務課 

  
道路グループ 

          

          
治水グループ 

          

      
街路公園課 

    
街路公園グループ 

        

         

   
海南工事事務所 

  
総務用地課 

  
総務調整グループ 

        

         
用地グループ 

        

     
管理保全課 

  
管理グループ 

         

         
保全グループ 

         

         
機動グループ 

        

     
工務課 

  
道路グループ 

        

        
治水グループ 
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（３）職員現況表 

令和８年４月１日現在                        
 事務吏員 技術吏員 再任用職員 

派
遣
職
員 

会
計
年
度
任
用
職
員 

 
 

 

臨
時
職
員 

 
 

 

出
向
職
員 

計 以
上 

課
長
級 

補
佐
級(

主
任
□ 

副
主
任
□ 

 

係
長
級(

主
査
□ 

副
主
査
□主
事 

以
上 

課
長
級 

補
佐
級(

主
任
□ 

 

係
長
級(

主
査
□ 

副
主
査
□技
師 

事
務 (

副
主
査
□ 

 

技
術 (

副
主
査
□ 

 

部長     １          １ 

副部長 １    １          ２ 

主幹 １              １ 

総務調
整課 

 １ ３ ６ １ ２   １   ２   １６ 

用地課 １ ２ １ ２     ２   ２ １  １１ 

管理保

全第一
課 

   １ ２    ２   ２ ８ ４ １ １  １ １  ２３ 

管理保

全第二
課 

 １  ３  ２  １    １ １  ９ 

工務課      ４  ５    １ １  １１ 

街路公

園課 
     ２ １ １     １  ５ 

小 計 ３ ５ ６ １３ ３ １２ ９ １１ ４ １ ０ ７ ５ ０ ７９ 

海南工

事事務
所長 

    １          １ 

次長 １    １          ２ 

総務用

地課 
 ２ ２ ７     ３   ２ １  １７ 

管理保

全課 
 １ １ ３  ２ ４ １  １   １  １４ 

工務課      ４ ２ ３    １ １  １１ 

小 計 １ ３ ３ １０ ２ ６ ６ ４ ３ １ ０ ３ ３ ０ ４５ 

計 

４ ８ ９ ２３ ５ １８ １５ １５ ７ ２ 

０ １０ ８ ０ １２４ 

４４ ５３ ９ 
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４ 管内土木施設現況 
( 令和８年４月１日現在 ) 

（１） 総      括 
 数 延 長 摘 要 
 道    路  ５６ ３９０．２ｋｍ 国道(指定区間外)２、主要地方道１３、一般

県道４０、一般県道(自転車道)１ 
 河    川  ３９ １９０．２ｋｍ 一級河川２７、二級河川１２ 

 砂    防  ３２２  
 

砂防指定地７３、地すべり防止区域２６ 
急傾斜地崩壊危険区域２２３ 

                       
 
（２） 道      路 
 
 

路 線 数 
 

実 延 長 
 

改良済 舗装済 
延長 改良率 延長 舗装率 

国 道(指定区間外)  ２  ６７．７ｋｍ  ５８．１ｋｍ ８６％  ６７．７ｋｍ １００％ 
主 要 地 方 道 １３ １３５．９ｋｍ １１６．７ｋｍ ８６％ １３５．９ｋｍ １００％ 

一 般 県 道 ４０ １７３．２ｋｍ １２５．３ｋｍ ７２％ １７０．４ｋｍ ９８％ 

小計 ５５ ３７６．８ｋｍ ３００．１ｋｍ ７９％ ３７４．０ｋｍ ９９％ 
一般県道(自転車道)  １  １１．８ｋｍ    １１．８ｋｍ １００％ 
      計 ５６ ３８８．６ｋｍ   ３８５．８ｋｍ ９９％ 

※1改良済：車道 5.5m 未満も含む  
※2 延長は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計した値と計が一致しない場合があります。   
※3 パーセントは小数点以下第１位を切り捨て    

（３） 橋      梁 
 数 
 国   道 （指定区間外）  ４６ 
 主  要  地  方  道 １１６ 
 一  般  県  道 １６９ 
      計 ３３１ 

 
 
 
（４） 河    川 
 河 川 数 延 長 備 考 

一 級 河 川 ２７  １４３．１ｋｍ 紀の川水系 
二 級 河 川 １２   ４７．０ｋｍ  

計 ３９  １９０．２ｋｍ  
  ※延長は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計した値と計が一致しない場合があります。 
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〔 管内道路一覧表 〕 
 

  一 般 国 道（指定区間外）                     
路 線 名 

 
実 延 長(m) 

 
改 良 済 舗 装 済 

５．５ｍ以上 ％ ５．５ｍ未満 ％ 延長(ｍ) ％ 
国 道 ３ ７ ０ 号 53,898 38,249 71% 7,891 15% 53,898 100% 

国 道 ４ ２ ４ 号 13,817 11,052 80% 904 7% 13,817 100% 

計 67,715 49,301 73% 8,795 13% 67,715 100% 

 
 主 要 地 方 道 

路 線 名 
 

実 延 長(m) 
 

改 良 済 舗 装 済 
５．５ｍ以上 ％ ５．５ｍ未満 ％ 延長(ｍ) ％ 

高 野 口 野 上 線 13,297 3,342 25% 5,735 43% 13,297 100% 

粉 河 加 太 線 30,431 27,472 90% 2,791 9% 30,431 100% 

岩 出 海 南 線 11,931 6,618 55% 2,555 21% 11,931 100% 

岩 出 野 上 線 4,075 3,560 87% 515 13% 4,075 100% 

和 歌 山 橋 本 線 15,488 14,813 96% 63 0% 15,488 100% 

和 歌 山 打 田 線 8,47６ 8,324 98% 152 2% 8,47６ 100% 

新 和 歌 浦 梅 原 線 9,818 9,284 95% 534 5% 9,818 100% 

和 歌 山 港 線 2,159 2,159 100% 0 0% 2,159 100% 

和 歌 山 停 車 場 線 1,954 1,954 100% 0 0% 1,954 100% 

海 南 金 屋 線 11,087 6,373 57% 2,674 24% 11,087 100% 

美 里 龍 神 線 8,696 522 6% 1,244 14% 8,696 100% 

和 歌 山 貝 塚 線 9,522 7,182 75% 1,121 12% 9,522 100% 

岬 加 太 港 線 8,938 6,990 78% 694 8% 8,938 100% 

計 135,872 98,593 73% 18,078 13% 135,872 100% 

 
 
 一 般 県 道 

路 線 名 
 

実 延 長(m) 
 

改 良 済 舗 装 済 
５．５ｍ以上 ％ ５．５ｍ未満 ％ 延長(ｍ) ％ 

花 園 美 里 線 3,093 1,627 53% 465 15% 3,093 100% 

小 豆 島 岩 出 線 4,459 2,275 51% 1,690 38% 4,459 100% 

和 歌 山 海 南 線 14,982 9,161 61% 442 3% 14,982 100% 

秋 月 海 南 線 8,312 4,867 59% 1,319 16% 8,312 100% 

三 田 海 南 線 2,164 2,032 94% 132 6% 2,164 100% 

和 歌 山 野 上 線 16,807 7,822 47% 1,506 9% 16,807 100% 

小 豆 島 船 所 線 4,490 1,719 38% 1,142 25% 4,490 100% 

善 明 寺 北 島 線 3,411 2,958 87% 420 12% 3,411 100% 

有 功 天 王 線 2,880 2,312 80% 568 20% 2,880 100% 

三 田 三 葛 線 2,384 1,555 65% 395 17% 2,384 100% 
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路 線 名 
 

実 延 長(m) 
 

改 良 済 舗 装 済 
５．５ｍ以上 ％ ５．５ｍ未満 ％ 延長(ｍ) ％ 

井 ノ 口 秋 月 線 7,741 5,097 66% 647 8% 7,741 100% 

岩 橋 栗 栖 線 1,410 1,304 92% 106 8% 1,410 100% 

鳴 神 木 広 線 1,703 1,533 90% 170 10% 1,703 100% 

西 脇 梅 原 線 3,219 1,764 55% 1,175 37% 3,219 100% 

八 軒 家 鳴 神 線 1,895 370 20% 265 14% 1,895 100% 

和 歌 山 港 北 島 線 3,729 3,729 100% 0 0% 3,729 100% 

紀伊停車場田井ノ瀬線 3,5１0 3,427 ９８% ３８ 1% 3,5１0 100% 

紀ノ川停車場平井線 574 443 77% 0 0% 574 100% 

新 和 歌 浦 線 4,992 4,128 83% 849 17% 4,992 100% 

紀 ノ 川 停 車 場 線 1,072 1,039 97% 33 3% 1,072 100% 

紀 和 停 車 場 線 1,223 1,223 100% 0 0% 1,223 100% 

紀 三 井 寺 線 180 180 100% 0 0% 180 100% 

紀 三 井 寺 停 車 場 線 51 51 100% 0 0% 51 100% 

加 太 停 車 場 線 52 0 0% 0 0% 52 100% 

山 東 停 車 場 線 112 0 0% 0 0% 112 100% 

布 施 屋 停 車 場 線 757 190 25% 48 6% 757 100% 

海 南 吉 備 線 9,044 648 7% 1,969 22% 6,661 74% 

沖 野 々 森 小 手 穂 線 9,292 3,978 43% 2,509 27% 9,292 100% 

小 野 田 内 原 線 5,741 4,454 78% 794 14% 5,741 100% 

海 南 港 線 136 0 0% 136 100% 136 100% 

沓 掛 糸 我 線 577 0 0% 0 0% 577 100% 

引 尾 下 津 線 10,110 2,027 20% 2,667 26% 9,721 96% 

興 加 茂 郷 停 車 場 線 6,293 4,931 78% 724 12% 6,293 100% 

大崎加茂郷停車場線 5,020 1,490 30% 1,085 22% 5,020 100% 

下津港下津停車場線 1,364 1,248 91% 116 9% 1,364 100% 

奥 佐 々 阪 井 線 7,662 6,353 83% 518   7% 7,662 100% 

野 上 清 水 線 10,400 6,359 61% 1,074 10% 10,291 99% 

生 石 公 園 線 3,195 1,474 46% 114 4% 3,195 100% 

木 ノ 本 岬 線 1,760 1,098 62% 0 0% 1,760 100% 

和 歌 山 阪 南 線 7,440 6,863 92% 500 7% 7,440 100% 

計 173,236 101,729 59% 23,616 14% 170,355 98% 

 

一 般 県 道（自転車道） 
路 線 名 

 
実 延 長(m) 

 
改 良 済 舗 装 済 

５．５ｍ以上 ％ ５．５ｍ未満 ％ 延長(ｍ) ％ 
紀 の 川 自 転 車 道 線 11,845 - - - - 11,845 100% 

計 11,845 - - - - 11,845 100% 
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〔 管内河川一覧表 〕 
 
番号 河 川 名 告示延長(ｍ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 河 川 名 告示延長(ｍ) 
   

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 

１０ 
１１ 

   
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 
１６ 
１７ 
１８ 
１９ 
２０ 
２１ 
２２ 
２３ 
２４ 
２５ 
２６ 
２７ 

( 一級河川 ) 
土  入  川 
新  堀  川 
打  手  川 
七  箇  川 
鳴  滝  川 
千  手  川 
高     川 
二 王 谷 川 
七  瀬  川 
住  吉  川 
和  歌  川 
(大門川を含む) 
市  堀  川 
真 田 堀 川 
有  本  川 
築  地  川 
水  軒  川 
津  屋  川 
和  田  川 
中  津  川 
杭 ノ 瀬 川 
紀 三 井 寺 川 
貴  志  川 
野 田 原 川 
柴  目  川 
梅  本  川 
真  国  川 
桂     川 

  
４，２３９ 

７３０ 
３，０２０ 
１，２４０ 
２，４５９ 
３，３５０ 
３，５００ 
１，０００ 
４，２７０ 
５，２１０ 

１２，１００ 
  

２，８００ 
１，１００ 
１，６５０ 
１，５００ 
３，６００ 

６００ 
８，７００ 
１，０００ 

４５０ 
２，９００ 

３９，０９３ 
１０，０００ 

５００ 
４，０００ 

２２，６００ 
１，５００ 

  
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 

１０ 
１１ 
１２ 

( 二級河川 ) 
清  水  川 
阿  振  川 
堤     川 
亀  の  川 
大  坪  川 
日  方  川 
加  茂  川 
市  坪  川 
大  窪  川 
宮     川 
小  島  川 
小  原  川 

  
５００ 

１，０００ 
２，３５０ 

１２，８４９ 
１，２００ 
６，６００ 

１０，３８０ 
２，６４０ 
１，５００ 
５，５００ 

２５８ 
２，２７０ 

小計 １２ ４７，０４７ 
計 ３９ １９０，１５８ 

 
 
※住吉川、野田原川、真国川は、那賀振興局 

管内の延長を含む。 
※貴志川は、那賀振興局、伊都振興局管内の

延長を含む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 小計 ２７ １４３，１１１ 
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５ 令和８年度事業予算 

 
 
（１） 事 業 費 総 括 
                                                 (単位 ： 千円) 
 令和８年度当初 

(Ａ) 
令和７年度当初 

（Ｂ） 
増 減 

(Ａ) －（Ｂ） 

前 年 比（％） 

(Ａ)／(Ｂ) 
道 路 建 設 

（公共） 
（単独） 

※ ３，３６１，０００

※ ２，６９５，０００

※   ６６６，０００

※ ３，８８５，０００ 

※ ３，１００，０００ 

※   ７８５，０００ 

▲５２４，０００ 

▲４０５，０００ 

▲１１９，０００ 

８６．５ 

８６．９ 

８４．８ 

道 路 保 全 ※ ９，９５５，６９７ ９，０４７，７８０ ９０７，９１７ １１０．０ 

街    路 
（公共） 
（単独） 

９５０，０００

８２０，０００

１３０，０００

１，３２０，０００ 

１，１９０，０００ 

１３０，０００ 

▲３７０，０００ 

▲３７０，０００ 

０ 

７２．０ 

６８．９ 

１００．０ 

河    川 
（公共） 
（単独） 

※ ２，０６６，５００

※ １，９２１，２５０

１４５，０００

※ ２，０１９，２５０ 

※ １，８７４，２５０ 

１４５，０００ 

４７，２５０ 

４７，２５０ 

０ 

 １０２．３ 

１０２．５ 

１００．０ 

砂    防 
（公共） 
（単独） 

※ １，２９２，３４４

※ １，２２３，８４４

６８，５００

※ １，０９３，９３０ 

※ １，０２５，４３０ 

６８，５００ 

１９８，４１４ 

１９８，４１４ 

０ 

１１８．１ 

１１９．３ 

１００．０ 

計 
（公共） 
（単独） 

※ ７，６６９，８４４

※ ６，６６０，３４４

※ １，００９，５００

※ ８，３１８，１８０ 

※ ７，１８９，６８０ 

※ １，１２８，５００ 

▲６４８，３３６ 

▲５２９，３３６ 

▲１１９，０００ 

９２．２ 

９２．６ 

８９．５ 

（※他建設部分の事業費も含む） 
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（２） 事業箇所別調書 

 (単位 ： 千円)  
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

道路改良事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（計） 

 

サイクリングロード 

整備事業 

（計） 

  ４ 

１０ 

 

１１０ 
１１１ 
１１２ 

 

１１３ 

 

 

 

 

１ 

国道３７０号（美里４工区）

国道 424 号（西ヶ峯～上谷拡幅） 

 

紀伊停車場田井ノ瀬線 

三 田 海 南 線 

奥 佐 々 阪 井 線 

 

野 上 清 水 線 

 

 

 

 

自 転 車 利 用 環 境 整 備 

 

 

紀 美 野 町 

有 田 川 町 

海 南 市 
和 歌 山 市 

和 歌 山 市 
紀 美 野 町 

海 南 市 
紀 美 野 町 

 

 

 

 

県 内 一 円 

田～小西 

有原～西ケ峯 

上谷 

小豆島～出島 

冬野～本渡 

下佐々～ 

木津 

梅本～坂本 

 

 

 

 

 

７００，０００ 

※    ３４０，０００ 

 
２５０，０００ 
５５０，０００ 
２００，０００ 

 

 ６００，０００ 
  

 

※（２，６４０，０００) 

 

５５，０００ 

 
５５，０００ 

地方特定道路整備事業 
 
 
 
 
 
 
 
 

（計） 

７ 

８ 
９ 

１０ 

  

１１ 

 １２ 

  

１３ 

 

三 田 海 南 線 

紀伊停車場田井ノ瀬線 
秋 月 海 南 線 

海 南 金 屋 線 

 

引 尾 下 津 線 

奥 佐 々 阪 井 線 

 

野 上 清 水 線 

 

和 歌 山 市 
和 歌 山 市  
和 歌 山 市 
海 南 市 
有 田 川 町 

海 南 市 

紀 美 野 町 

海 南 市 

紀 美 野 町 

 

冬野～本渡 

小豆島～出島 

和田～小野田 

別所～ 

上六川 

下津町大窪～下津町小畑 

下佐々～ 

木津 

梅本～坂本 

 

４０，０００ 
１０，０００ 
 ５，０００ 

※     ８０，０００ 

 
５０，０００ 
３５，０００ 

 

６０，０００ 

※   （２８０，０００) 

（※他建設部分の事業費も含む） 
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(単位 ： 千円)  
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

小規模道路改良事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（計） 

３０１ 

３０２ 

３５１ 

３５２ 

３５３ 

３５４ 

３５５ 

３５６ 

３５７ 

９０２ 

９０３ 

９５１ 

９５２ 

９５３ 

 

岩 出 海 南 線 

沖 野 々 森 小 手 穂 線 

和 歌 山 野 上 線 

海 南 吉 備 線 

沖 野 々 森 小 手 穂 線 

引 尾 下 津 線 

大 崎 加 茂 郷 停 車 場 線 

高 野 口 野 上 線 

美 里 龍 神 線 

国 道 ３ ７ ０ 号 

国 道 ３ ７ ０ 号 

粉 河 加 太 線 

海 南 金 屋 線 

奥 佐 々 阪 井 線 

 

和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

海 南 市 

海 南 市 

海  南  市 

海 南 市 

海 南 市 

紀 美 野 町 

紀 美 野 町  

紀 美 野 町 

紀 美 野 町 

和 歌 山 市 

海 南 市 

紀 美 野 町 

海 南 市 

 

平尾 

馬場 

野尻 

下津町百垣内 

小野田 

下津町大窪～下津町小畑 

下津町大崎～下津町丸田 

蓑垣内～釜滝 

箕六 

福田～毛原下 

田～毛原下 

直川～谷 

別所～扱沢 

下佐々 

九品寺～木津 

 

   ２８，０００ 

８，０００ 

９０，０００ 

 ８，０００ 

１５，０００ 

５０，０００ 

５５，０００ 

２０，０００ 

３０，０００ 

２７，０００ 

１０，０００ 

１０，０００ 

２０，０００ 

１５，０００ 

 

  （３８６，０００） 

 
 

 (単位 ： 千円) 
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

公共街路事業 

 
（計） 

１ 

２ 

岡 田 大 野 中 線 

黒     江     線 
 

海 南 市 
海 南 市 

岡田 
黒江 

 

８００，０００ 
２０，０００ 

（８２０，０００) 

地方特定道路整備 

（街路）事業 

      

   （計） 

 

１ 
２ 

３ 

 

南 港 山 東 線 

岡 田 大 野 中 線 

黒     江     線 
 

 

和 歌 山 市 
海 南 市 
海 南 市 
 
 

西浜三丁目～関 
岡田 
黒江 

 

５０，０００ 
７０，０００ 
１０，０００ 

（１３０，０００) 
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  (単位 ： 千円) 
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

道路保全事業 

 

 

 

 

 

 

（計） 

１０１ 

２０１ 

５０１ 

９０１ 

９０２ 

９０３ 

 

新 和 歌 浦 梅 原 線 外 

和 歌 山 打 田 線 外 

和 歌 山 海 南 線 外 

国 道 １ ６ ８ 号 外 

国 道 １ ６ ８ 号 外 

国 道 １ ６ ８ 号 外 

 

和 歌 山 市 外 

紀の川市外 

和 歌 山 市 外 

新 宮 市 外 

新 宮 市 外 

新 宮 市 外 

 

 

 

※   １，６７４，６６３ 

※     １８９，１４５ 

※     ６０２，４４１ 

※   ４，２２５，４１５ 

※   １，４４９，９８８ 

※   １，８１４，０４５ 

 

※  ( ９，９５５，６９７) 

（※他建設部分の事業費も含む） 
 

 (単位 ： 千円) 
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

河川整備事業 
 
 
 
 

 
 

（計） 

１０５ 

１０６ 

１０９ 
１１０ 
２０２ 

２０３ 

２０４ 

 

大 門 川 

土 入 川 

貴     志     川 

真 国 川 
和 田 川 

亀 の 川 

日 方 川 

和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

海 南 市 

紀 美 野 町 
和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

海 南 市 

 

納定～中之島 

松江東四丁目～土入 
原野～野上中 

釜滝～西野 

坂田～伊太祁曽 

紀三井寺～内原 

日方～井田 

３１，５００ 

３１，０００ 
８９，２５０ 

 ５２，５００ 

１５７，５００ 

４２，０００ 

２１，０００ 

  （４５６，７５０） 

河川整備事業 
(地震・津波対策) 
 

（計） 

１０７ 
１０８ 

 

和 歌 川 

和 歌 川 

 

和 歌 山 市 
和 歌 山 市 
 

和歌浦中三丁目 
和歌浦東四丁目 

布引～紀三井寺 

５，２５０ 
２１，０００ 

 
   （３６，７５０） 

河川整備事業 

（大規模特定河川事業） 

 

 

（計） 

４０２ 

４０３ 

４０４ 

４０５ 

 

七 瀬 川 

亀 の 川 

日 方 川 

加 茂 川 

和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

海 南 市 

海 南 市 

宇田森～北野 

布引～内原 

日方 

下津町方～下津町丸田 

 １８９，０００ 

３１５，０００ 

２９４，０００ 

３５７，０００ 

（１，２１８，０００） 

河川メンテ事業 

(長寿命化対策) 

（計） 

６０１ 県 下 一 円  
 

 ※  １２６，０００ 
 

※ （１２６，０００） 

（※他建設部分の事業費も含む） 
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(単位 ： 千円) 
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

河川整備事業 
（かわまちづくり） 

 

（計） 

８０１ 市 堀 川 和 歌 山 市 湊本町三丁目～新雑賀町 １３６，５００ 
 

 

 （１３６，５００） 
堤防改修事業 

 

 

 

 

 

（計） 

３０１ 
３０２ 

 
３０３ 

３０４ 

 
 

和 歌 川 
大 坪 川 
 
加 茂 川 
亀 の 川 

和 歌 山 市 
和 歌 山 市 
海 南 市  

海 南 市  

海 南 市  

 

宇須四丁目 

冬野 

黒江 

下津町小松原 
且来 

４０，０００ 

２５，０００ 

 

６０，０００ 

２０，０００ 

 

  （１４５，０００） 

 

 

(単位 ： 千円) 
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

砂防事業 
 
 
 
 
 
 

 

 

（計） 

  ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

８６ 

鳴 神 大 谷 

西 手 谷 川 

亀 の 川 右 支 渓 

飯 盛 川 

日 方 川 右 支 渓 

青 枝 川 

藤 白 川 右 支 渓 

紀 の 川 圏 域 

 

和 歌 山 市 

海 南 市 

海 南 市 

海 南 市 

海 南 市 

海 南 市 

海 南 市 

紀 の 川 市 外 

 

 

鳴神 

次ヶ谷 

次ヶ谷 

冷水 

日方 

下津町青枝 

藤白 

２１，０００ 

１０，５００ 

１０，５００ 

３１，５００ 

  ２１，０００ 

２１，０００ 

１０，５００ 

※    ８０８，０４４ 

 

※  （９３４，０４４） 

地すべり対策事業 
 
 
 

（計） 

２０３ 
２０４ 

２０５ 

 

上 出 

橘 本 

上 谷 ２ 

 

海 南 市 
海 南 市 
海 南 市 

    

下津町引尾 
下津町橘本 
ひや水 

 

１０，５００ 

７３，５００ 
２４，１５０ 

 

   （１０８，１５０） 

（※他建設部分の事業費も含む） 
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(単位 ： 千円) 
事 業 名 番号 箇 所 名 市町村 字 事業費(当初) 

急傾斜地崩壊対策事業 
 
 

 

 
 
 
 

（計） 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

寺 内 ２ 

木 ノ 本 

三 葛 ４ 

東 高 松 

重 根 ９ 

重 根 １ ２ 

下 出 

重 根 ６ ・ ７ 

和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

和 歌 山 市 
和 歌 山 市 
海 南 市 
海 南 市 
海 南 市 
海 南 市 
 

寺内 

木ノ本 

三葛 

東高松四丁目 

重根 

重根 

下津町引尾 

重根 

８，４００ 

２６，２５０ 

２１，０００ 

２１，０００ 

３１，５００ 

２１，０００ 

４２，０００ 

１０，５００ 

（１８１，６５０) 

小規模 
 土砂災害対策事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（計） 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

 

府 中 ４ 

大 浦 ２ 

園 部 ２ 

矢 田 

永 山 

関 戸 ６ 

下 津 野 ２ ０ １ 

柴 目 ２ １ ６ 

芝 崎 

蓑 垣 内 

円 明 寺 １ 

下 佐 々 

和 歌 山 市 
和 歌 山 市 
和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

和 歌 山 市 

海 南 市 
紀 美 野 町 

紀 美 野 町 

紀 美 野 町 

紀 美 野 町 

紀 美 野 町 

府中 
西浜 

園部 

矢田 

永山 

関戸四丁目 

下津野 

柴目 

動木 

蓑垣内 

円明寺 

下佐々 

６，０００ 
６，０００ 

５，０００ 

５，０００ 

５，０００ 

８，０００ 

８，５００ 
４，０００ 

３，５００ 

７，５００ 

５，０００ 

５，０００ 

  

 

    （６８，５００） 
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６ 主要事業概要 
   
（１） 道路事業 

 

①  紀伊
き い

停車場
ていしゃじょう

田井
た い

ノ
の

瀬
せ

線
せん

（和歌山市 小豆
あ ず

島
しま

～出島
でじま

） 

本路線は紀の川を挟む和歌山市の北部地域と南部地域を繋ぐ 

主要地方道であり、地域の産業活性化等に不可欠な道路である。 

紀の川中州から左岸に渡河する南田井ノ瀬橋は、供用後７１年 

を経過し老朽化が進行しており、かつ幅員狭小による車両規制を 

実施していることから、安全かつ円滑な交通確保を目的として、 

平成２８年度に架替事業に着手し、令和６年９月に供用を開始した。 

また、令和６年１０月から旧橋撤去工事に着手しており、 

令和８年度は引き続き旧橋撤去工事を進める。 

           
       

②  国道
こくどう

３７０号
     ごう

（海草郡紀美野町 田
た

～小西
こ に し

） 
 

   本路線は海南市船尾を起点とし，海草郡紀美野町を経て伊都郡 

  高野町へと繋がる主要な幹線道路であり、第２次緊急輸送道路に 

指定されている。そのうち紀美野町域において、田から小西まで 

の２．７ｋｍ間（美里４工区）について、平成２６年度に事業着 

手し、令和７年度までに１．９ｋｍ区間を部分供用している。 

令和８年度は引き続き工事を進める。 

 
     
 
 
 
 
 

③  国道
こくどう

４２４号
     ごう

（海南市 上谷
かみだに

） 

     本路線は田辺市を起点とし、海南市の東部を南北に縦貫し紀の川  

    市に至る主要な幹線道路である。海南市上谷地内の１．９ｋｍ区間 

    については、幅員が狭小かつ線形不良のため車両のすれ違いが困難 

    なことから、平成２０年度に事業着手し、令和７年度までに１．２ 

    ｋｍ区間を供用している。 

令和８年度は用地取得及び工事を進める。 【写真 国道４２４号（海南市上谷）】 

【写真 上：令和６年１２月供用区間（海草郡紀美野町田）】 
【写真 下：路側工事実施箇所（海草郡紀美野町毛原下）】 

【写真 南田井ノ瀬橋  
 （和歌山市出島）】 
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④  三田
さ ん た

海南
かいなん

線
せん

【都市計画道路 松島
まつしま

本渡
もとわたり

線
せん

】（和歌山市 冬野
ふ ゆ の

～本 渡
もとわたり

） 
 
     本路線は和歌山市内と海南市内を繋ぐ一般県道であり、かつ都 

    市計画道路に計画決定している。 

和歌山市域における南北の地域間連絡及び海南市との都市間連 

    絡の強化を目的とし、令和元年度に事業着手し、１．５ｋｍ区間 

    のバイパス工事を進めている。 

令和８年度は用地取得及び工事を進める。 

 

 
 

⑤ 
の か み し み ず せ ん

野上清水線（海草郡紀美野町 梅本
うめもと

～坂本
さかもと

） 

本路線は海草郡紀美野町の国道３７０号から有田郡有田川町に 
   至る一般県道であり、生石高原県立自然公園への観光ルートとし 
   てだけでなく地域の生活道路として重要な路線である。 

 幅員が狭小かつ線形不良のため車両のすれ違いが困難であるこ 
とから、平成２４年度に事業着手し、２．６ｋｍ区間の現道拡幅 
を進めている。 

     令和８年度は引き続き工事を進める。 

 
 

⑥ 
かいなんかなやせん

海南金屋線（海南市 別所
べっしょ

～扱沢
ぐみざわ

） 

   本路線は海南市の国道３７０号から有田郡有田川町の国道４８ 

  ０号に至る主要な幹線道路であり、第２次緊急輸送道路に指定さ 

  れている。幅員の狭小及び線形不良を解消し、広域幹線道路とし 

  ての機能の確保及び地域の生活道路としての安全性の確保を目的 

  として平成２３年度に事業着手し、鏡石トンネルを含む約４.８km 

        が令和８年１月に供用を開始した。 

 

⑦ 奥
おく

佐々
さ さ

阪井
さ か い

線
せん

（紀美野町 下佐々
し も さ さ

～海南市 木津
き づ

） 

本路線は海草郡紀美野町奥佐々から海南市阪井に至る一般県道で 

あり、地域の生活道路として重要な路線である。幅員の狭小及び線 

形不良を解消し、地域の生活道路としての安全性の確保を目的とし 

て平成２８年度に紀美野町下佐々～海南市野上新、平成３０年度に 

海南市九品寺～木津で事業着手し、令和７年度までに０．５ｋｍ区 

間を供用している。 

令和８年度は引き続き用地取得及び工事を進める。 

【写真 野上清水線  
（紀美野町梅本）】 

【写真 三田海南線 
(都市計画道路松島本渡線)  

（和歌山市冬野）】 

【写真 奥佐々阪井線 
（海南市九品寺）】 

【写真 海南金屋線  
（海南市別所）】 
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（２） 街路事業 
 

①  黒江
く ろ え

線
せん

（海南市 黒江
くろえ

） 

   本路線は、国道４２号と並行し和歌山市から海南市街へ通じる県道岩出海南線と重複する都市計画

道路である。この路線は、和歌山市と海南市を行きかう交通により、朝夕の交通渋滞が発生するとと

もに自歩道が無いことから通勤通学の歩行者・自転車とが混在し危険な状況となっている。 

   そのため、県道和歌山海南線との交差点から黒江駅方面の０．５ｋｍ間について令和２年度に事業

着手した。令和８年度は工事を進める。 

 
② 岡田

お か だ

大野中
おおのなか

線
せん

（海南市 岡田
おかだ

） 

   本路線は、和歌山市域から順次整備が進む都市計画道路 松島本渡線の南進部に位置し、国道３７０  

  号までを結ぶ都市計画道路であり、国道４２号と並行して和歌山市内から海南市内へとアクセスする 

    幹線道路として整備を進めている。 

     海南市内の全長約２．６ｋｍのうち和歌山市境～県道海南金屋線までの区間について令和２年度に

事業着手した。事業区間のうち和歌山市境～県道岩出海南線の０．７ｋｍ間について優先して整備を

進めており、令和８年度は用地取得及び工事を進める。 
 
（３）交通安全事業 

     死傷事故の再現性が高い箇所や、通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所を中心に歩道整  

    備や交差点改良等を実施するなど、交通安全対策を推進している。 

         令和８年度は、和歌山市内では新和歌浦梅原線、和歌山野上線及び西脇梅原線等において用地取得 

    及び工事を進める。 

         また、海南市内では国道４２４号、小野田内原線において、さらに海草郡紀美野町内では国道３７

０号と岩出野上線において必要な用地取得及び工事を進める。 

 
（４）無電柱化事業 

     安全で快適な通行空間、都市景観の向 

  上や都市災害の防止、情報通信ネットワ 

  ークの信頼性の向上を図るため、粉河加 

  太線、和歌山橋本線、和歌山海南線、 

  鳴神木広線及び国道３７０号において 

  無電柱化を推進している。 

     令和８年度は、国道３７０号、粉河加太線、和歌山橋本線及び和歌山海南線で管路整備工事を進め、

その他の路線では詳細設計を進める。 

      整備前      整備後 

   

【写真 和歌山野上線 （和歌山市田中町）】 
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（５）河川事業 
 
〖 河川整備事業（広域河川改修） 〗 
 

①  和歌
わ か

川
がわ

（大門川
だいもんがわ

）（和歌山市 納
のう

定
じょう

～中之島
な か の しま

） 
 和歌川は和歌山市内を南北に流れ、これにつながる大門川、真田堀川、有本川、市堀川、和田川、 

築地川、水軒川、紀三井寺川、中津川、津屋川及び杭ノ瀬川の１１支派川からなる一級河川であり、 

和歌浦湾及び和歌山下津港に流入する感潮河川である。 

大門川工区については、和歌川分派点からＪＲ橋付近までの１.３ｋｍ間の河床掘削が平成２７年度 

末に完了、ＪＲ橋の橋脚補強工事と近接する護岸工事は、令和３年度に完成した。 

     令和８年度は引き続き市道橋の橋脚補強工事及び護岸工事を進める。 

     また、水質浄化対策として昭和４４年からヘドロの浚渫、昭和５４年からは和歌川ポンプ場による 

    浄化用水導水を行い、水質改善に取り組んでいる。 

 

②  和田川
わ だ が わ

（和歌山市 坂田
さ か た

～伊太祈曽
い だ き そ

） 

     和田川では和歌川合流点から上流７．２ｋｍ間の河川改修事業に着 

    手しており、合流点から上流４．２ｋｍ間については平成２５年度か 

    ら平成２９年度の床上浸水対策特別緊急事業により概成している。 

     平成３０年度からは引き続き交付金事業により護岸工事を進めてお 

    り、令和８年度は護岸工事を進める。 

 

③  土入
どうにゅう

川
がわ

（和歌山市 松江
まつえ

東
ひがし

四丁目
よんちょうめ

～土入
どうにゅう

） 

     土入川は、紀の川合流点から上流３．５ｋｍ間、支川である打手川は、土入川合流点から上流２．

４ｋｍ間の河川改修事業に着手している。 

     平成２７年度から土入川本川の浚渫工事を進めており、令和８年度は南海橋梁の橋脚補強工事及び

河床掘削を進める。また、平成２６年度には土入川の紀の川合流部付近に船舶収容施設が完成し、土

入川内の不法係留船舶を一掃した。 

 

④  貴
き

志
し

川
がわ

（海南市 原野
はらの

～野
の

上中
かみなか

） 
     貴志川では昭和２８年７月洪水で大きな被害を受けたため、国直轄事業により紀の川合流点から上 

    流６．０ｋｍ区間の工事が行われている。なお昭和３９年の河川法改正に伴い、紀の川本川が国管理 

    の一級河川に指定され、当該区間も国管理となっている。 

     上流の県管理区間では、段階的な整備を行うこととし、近年最大である平成２３年９月の出水と同 

規模の洪水に対して家屋浸水被害が生じることのないよう平成２９年に紀の川水系貴志川圏域河川整 

備計画を策定し、河川整備に着手した。 

     令和８年度は、引き続き用地取得及び護岸整備を進める。 

【写真：和田川（和歌山市吉礼）】 
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⑤  真
ま

国
くに

川
かわ

（海草郡紀美野町 釜
かま

滝
たき

～西
にし

野
の

） 
     真国川では令和５年６月豪雨で大きな被害を受け紀美野町釜滝から西野の区間において、治水対策

により被害の最小化を目指すため、令和７年度から事業着手した。 

     令和８年度は、護岸詳細設計・法面詳細設計を進める。 

    

⑥  日方川
ひかたがわ

（海南市 日方
ひ か た

～井田
い だ

） 
     日方川では令和５年６月豪雨で大きな被害を受け神田橋から高校橋の１．５ｋｍ区間において、治

水対策により被害の最小化を目指すため、令和７年度から事業着手した。 

     令和８年度は、護岸詳細設計・用地測量を進める。 

 

 〖 大規模特定河川事業  〗 

 
①  七瀬川

ななせがわ

（和歌山市 宇田
う だ

森
もり

～北野
き た の

） 

     七瀬川は、平成６年度に紀の川合流点より上流２．７ｋｍ間を 

    事業化し、紀の川合流点から鴨居川合流点までの１．７ｋｍ間が 

    令和３年度に完成した。 

     令和８年度は引き続き上流の河道整備等を進める。 

 
②  亀の川

かめのがわ

（和歌山市 布引
ぬのひき

～内原
うちはら

） 

     亀の川は、昭和４０年度に河口から４．８ｋｍ間を事業着手し、 

    令和６年度までに下流１．０ｋｍ区間の護岸整備が完了している。 

なお、令和５年６月豪雨による大規模な浸水被害を受け、河川 

    整備計画の見直しを令和６年度に実施した。 

令和８年度は引き続き河床掘削及び護岸整備工事を進める。 

 

③ 日方川
ひかたがわ

（海南市 日方
ひかた

） 
     昭和６３年度に中小河川改修事業として着手し、平成３年度か 

    らは新町橋から上流０．９ｋｍ間の河川整備に伴い、井松原橋、 

    東橋の架け替えを進めてきた。令和２年度からは大規模特定河川 

    事業を活用することにより、令和３年度には下橋、令和４年度に 

    は大橋の架け替えが完了するなど、事業の一層の進捗を図ってき 

た。なお、令和５年６月豪雨による大規模な浸水被害を受け、河 

川整備計画の見直しを令和６年度に実施した。 

令和８年度は引き続き新町橋の架け替え工事及び河道掘削を進める。 

 

【写真：七瀬川（和歌山市宇田森）】 

【写真：亀の川（和歌山市内原・紀三井寺）】 

【写真：日方川（海南市日方）】 
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④ 加茂川
か も が わ

（海南市 下津
しもつ

町 方
ちょうかた

～下津町
しもつちょう

丸田
まるた

） 
   平成１４年度に硯大橋より上流０．４ｋｍ間について、河川高 

  潮対策事業に着手しており、令和３年度に支川宮川の排水機場が 

   完成し令和４年９月より運用を開始した。 

        令和６年度からは大規模特定河川事業を活用し、一層の事業進 

捗を図ることとした。 

     令和８年度は引き続き前川橋の架け替え工事及び護岸整備を進 

    める。 

 

〖 河川整備事業（地震・高潮対策） 〗  
 

①  和
わ

歌
か

川
がわ

（和歌山市 和歌
わ か

浦中
うらなか

三丁目
さんちょうめ

・和歌
わ か

浦
うら

東
ひがし

四丁目
よんちょうめ

・布引
ぬのひき

～紀
き

三井寺
み い で ら

） 
平成１８年度から水門施設等の遠隔操作化及び和歌川ポンプ場から下流部の支川も含めた堤防の 

嵩上げ工事に着手しており、令和８年度は引き続き津屋川排水機場水門の耐震対策工事及び和歌川、 

    紀三井寺川 の堤防嵩上げ工事を進める。 

 
〖 河川整備事業（かわまちづくり） 〗  

①  市
いち

堀
ほり

川
かわ

（和歌山市 湊
みなと

本町
ほんまち

三丁目
さんちょうめ

～新雑賀
しんさいか

町
まち

） 

市堀川周辺において、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指すべく、和歌山市が推 

進主体となり、国土交通省の「かわまちづくり」支援制度に令和５年度に、「市堀川かわまちづくり

計画」が登録された。この取組に必要な河川管理施設の整備を行うべく、令和 7 年度から河川管理道

の整備に着手した。令和８年度は引き続き河川管理道の整備及び親水護岸の整備を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【写真：加茂川（海南市下津町方）】 
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（６） 砂防事業 
     土石流、地すべり、がけ崩れなどの土砂災害を未然に防止するため、砂防堰堤やがけ崩れ対策のた 

     めの擁壁工といった土砂災害防止施設の整備（ハード対策）を推進する。 

 
 〖 通常砂防事業 〗 

    

①   鳴
なる

神
かみ

大谷
おおたに

（和歌山市 鳴
なる

神
かみ

）  

   和歌山市鳴神地内において、令和４年度に事業に着手した。令和８年度は引き続き砂防堰堤工事を

進める。 

   

   ② 西手
に し て

谷川
たにかわ

  （海南市 次ヶ谷
つ げ だ に

） 

    亀
かめ

の
の

川
がわ

右支渓
みぎしけい

（海南市 次ヶ谷
つ げ だ に

） 

    海南市次ヶ谷地内において、令和３年度に事業着手した。令和７年度に砂防堰堤は完成し、令和８

年度は管理用通路工事を進める。 

    

③ 飯
いい

盛川
もりがわ

（海南市 冷水
し み ず

） 
     海南市冷水地内において、令和４年度に事業着手した。令和８年度は用地取得を進める。 

     

④ 日
ひ

方
かた

川
かわ

右
みぎ

支
し

渓
けい

（海南市 日
ひ

方
かた

） 
     海南市日方地内において、令和７年度に事業着手した。令和８年度は調査・設計を進める。 

 

⑤ 青
あお

枝
し

川
かわ

（海南市 下
しも

津
つ

町
ちょう

青
あお

枝
し

） 
     海南市下津町青枝地内において、令和７年度に事業着手した。令和８年度は調査・設計を進める。 

 

⑥ 藤
ふじ

白川
しろがわ

右支渓
みぎしけい

（海南市 藤
ふじ

白
しろ

）  

     海南市藤白地内において、令和５年度に事業着手した。令和７年度に砂防堰堤は完成し、令和８年

度は管理用通路工事を進める。 

 

〖 地すべり対策事業 〗 

①   上
かみ

出
で

地区（海南市 下津町
しもつちょう

引尾
ひ き お

） 

海南市下津町引尾地内において、平成２９年度に事業着手した。 

令和８年度は引き続き調査を進める。 

 
②   橘本

きつもと

地区（海南市 下津町
しもつちょう

橘本
きつもと

）  
海南市下津町橘本地内において、令和元年度に事業着手した。 

令和８年度は引き続き対策工事を進める。 

【写真：上出地区（海南市
かいなんし

下津町
しもつちょう

引尾
ひ き お

）】 
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③  上谷
かみだに

２地区（海南市
かいなんし

 ひや水
みず

） 

海南市ひや水地内において、令和４年度に事業着手し、令和８年度は引き続き調査・設計を進める。 

        

〖 急傾斜崩壊対策事業 〗 

 
① 木ノ本

き の も と

（和歌山市 木ノ本
き の も と

）       
和歌山市木ノ本地内において、令和４年度に事業に着手した。令和８年度は引き続き対策工事を進め 

る。 
 

② 
み

三葛
かづら

４（和歌山市 三
み

葛
かずら

）      
和歌山市三葛地内において、令和５年度に事業に着手した。令和８年度は引き続き対策工事を進める。 

 

③ 東高
ひがしたか

松
まつ

（和歌山市 東 高
ひがしたか

松
まつ

四丁目
よんちょうめ

） 

和歌山市東高松地内において、令和６年度に事業に着手した。令和８年度は対策工事に着手する。 

  

④ 重根
し こ ね

９地区（海南市 重根
し こ ね

） 

海南市重根地内において、令和４年度に事業着手した。令和８年度は引き続き対策工事を進める。 

 

⑤  重根
し こ ね

１２地区（海南市 重根
し こ ね

） 

海南市重根地内において、令和６年度に事業着手した。令和８年度は対策工事に着手する。 

 

⑥ 下
しも

出
で

地区（海南市 下津町
しもつちょう

引尾
ひ き お

） 

        海南市下津町引尾地内において、令和６年度に事業着手した。令和８年度は対策工事に着手する。 
    

⑦  重根
し こ ね

６・７地区（海南市 重根
し こ ね

） 

        海南市重根地内において、令和７年度に事業着手した。令和８年度は調査・設計を進める。 
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７ 総務調整業務 

 
（１）建設部に属する事務についての調整 
    １）公共事業プロジェクトに関する調整 
        ２）建設部における地震時また平常時の危機管理マニュアルの作成及び訓練 
        ３）不良不適格業者の排除、新分野進出などの建設業構造改革に関する調査 
        ４）工事現場の適正な施工体制の確立に関するパトロール 
        ５）コスト縮減に関する調査 
        ６）県産品の活用促進に関する調査 
        ７）建設発生土に関する調査 
        ８）建設リサイクル法に関するパトロール及び事務手続き 
     
（２）事業進行管理 

建設部における公共事業の効率的な執行を図るため、全般的な事業の進行管理を行う。 
 
（３）技術職員の能力向上支援 

建設部職員の技術力向上を目的とした効果的な現場研修などについて、企画、立案から実施を 
する。 

 
（４）市町事業の指導・監督 

市町に、事業に係る補助金申請から出来高認定について指導を行うなど、補助、災害復旧事業の 

   適正執行を促す。 
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８ 用 地 業 務 

公共用地の取得及びこれらに伴う損失補償に関する事務は、関係者の権利・義務に多大な影響を及ぼ 
すものであり、その公正で適正な執行が求められる。 
また、最近は土地に係る権利等も複雑化するとともに、関係者の権利意識の高まりにより、公共用地 

の取得、損失補償に係る事務も複雑・多様化している。 
特に、当建設部では土地利用密度の高い地域の用地取得が大きなウエイトを占め、用地取得に伴う大

型物件を含む補償件数も多数あることから、事務が一層複雑となっている。 
公共用地の取得を円滑に進め、適正な補償を実施するため、さらには県民への説明責任を果たせるよ

う、担当職員の幅広い知識の習得と専門的な事務処理能力の向上に努め、用地取得業務の推進に取り組

んでいる。 

           用 地 取 得 及 び 物 件 補 償 状 況 
 

 （単位：千円） 

    

　　 区分

年度 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

平成１３年 232 3,444,049 583 2,371,747 815 5,815,796

平成１４年 322 4,365,192 856 3,757,347 1,178 8,122,538

平成１５年 344 3,169,553 811 2,917,671 1,155 6,087,224

平成１６年 270 2,560,011 795 2,399,621 1,065 4,959,632

平成１７年 198 2,062,562 551 1,896,294 749 3,958,856

平成１８年 249 2,200,729 599 1,937,271 848 4,138,000

平成１９年 269 2,029,674 798 2,975,441 1,067 5,005,115

平成２０年 416 2,493,652 904 2,600,045 1,320 5,093,697

平成２１年 390 3,764,207 887 3,413,977 1,277 7,178,184

平成２２年 444 4,093,203 1,372 6,462,637 1,816 10,555,840

平成２３年 307 2,673,410 677 3,146,150 984 5,819,561

平成２４年 326 2,290,360 659 2,171,827 985 4,462,187

平成２５年 205 1,479,254 362 1,858,282 567 3,337,536

平成２６年 319 1,882,826 555 1,978,259 874 3,861,085

平成２７年 390 2,182,823 617 2,421,768 1,007 4,604,591

平成２８年 462 2,484,361 589 2,103,591 1,051 4,587,953

平成２９年 354 2,266,975 787 2,461,842 1,141 4,728,817

平成３０年 275 1,875,355 1,237 4,807,874 1,512 6,683,229

令和元年 225 1,121,933 1,351 4,927,373 1,576 6,049,306

令和２年 177 621,688 573 1,949,611 750 2,571,299

令和３年 163 551,851 554 2,334,474 717 2,886,325

令和４年 150 430,424 555 2,059,884 705 2,490,308

令和５年 193 470,000 459 1,871,101 652 2,341,101

令和６年 128 548,479 366 1,965,354 494 2,513,833

令和７年 127 434,881 158 2,252,304 285 2,687,185

用 地 費 物 件 補 償 費 合 計
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９ 管 理 業 務 
 
（１）道路管理 

     道路管理業務は道路区域の決定及び変更、供用の開始及び廃止、道路占用及び占用に伴う掘削等 
工事の許可、道路管理者以外の者が行う道路工事の承認、官民境界確定等の財産管理、通行規制等

多岐にわたっている。 
近年交通量の増加に伴って道路の傷みも激しいため、常に道路パトロールを行い早期の維持修繕 

に対応することが重要であり、また、道路に関する妨害の排除も安全な通行の確保のためには欠か 
せない業務である。 

また、占用関係については生活の多様化に伴い、上下水道、電気、ガス、電話等の道路敷を利用 
     したインフラ整備が盛んに行われている状況にあり、同一箇所において複数の道路掘削が行われな 

いよう、「道路掘り返し規制連絡協議会」を通じて関係機関に協力を求めるとともに、工事期間中 
の安全確保や適正復旧を指導している。 
 なお、道路占用許可等件数は以下のとおりである。 

 
 道路占用許可等件数の推移 

区 　　分 27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

道路占用許可 363(125) 352(107) 422(99) 574(108) 575(92) 357(51) 577(94) 443(87） 225(118) 284(74） 256(75）
掘削工事許可 201(66) 194(56) 221(53) 146(43) 216(51) 182(42) 149(36) 111(46） 110(42) 114(27） 88(39）
道路工事施行承認 61(11) 49(9) 61(13) 81(9) 69(10) 63(10) 61(12) 42(15） 55(10) 53(5） 41(5）
官民境界確定 56(15) 42(13) 76(13) 37(11) 46(19) 45(8) 30(3) 30(3） 22(7) 23(8） 27(3）

※( )内は、うち海南工事事務所処理件数 
 
 

        道 路 愛 護 団 体   令和 8 年 4 月時点 
会の名称 代 表 者 会員数(人) 設立年月日 対象路線

    別所道路愛護会 　南　方　勝　幸 75 昭和26年5月31日 海南金屋線

    海南市野上地区　　〃 　坂　口　博 1,412 昭和54年7月24日
 国道３７０号、国道４２４号、

奥佐々阪井線、和歌山野上線、
岩出野上線

    扱 沢 〃 　森　下　恵　史 16 昭和61年4月1日 海南金屋線

    岡大谷地区 〃 　中　博　史 90 平成12年4月1日 海南金屋線

    沓 掛 〃 　森　岡　正　樹 16 昭和43年7月1日 引尾下津線

    大 窪 〃 　土　田　和　弘 7 昭和43年7月5日 引尾下津線

    小畑区 〃 　内　芝　清　典 61 昭和42年4月1日 引尾下津線

計 ７団 体 1,677
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（２）河川・海岸管理 
河川・海岸管理業務は水防に関すること、占用及び使用許可に関すること、水質の保全に関する

こと、河川の愛護奨励に関することなど多岐にわたっている。 
     水防に関することについては、管内の水防上必要な監視・警報・通信連絡・水門等の操作により、

水防団等との相互協力を行っている。 
占用及び使用許可に関することについては、管理区域の適正かつ安全な利用のため、災害の発生

の防止、流水の正常な機能の維持及び環境の保全等、総合的に管理する必要があることから、集中

豪雨（梅雨）、台風等洪水が起きやすい時期の河川工事を控えるよう指導する等、一定の基準を設

けた上で許可を行っている。 
水質の保全に関することについては、内川（和歌川、大門川、真田堀川、有本川、市堀川の５河

川の総称）の水質改善対策を行っており、国土交通省では紀の川から、和歌山県では和歌浦湾から

導水を行っている。特に、大門川の水質改善のため、令和２年度から令和８年度末までの間、農業

用水路を利用した導水を国土交通省・和歌山県・和歌山市の連携により実施している。 

 

   
水防や水質改善を担う和歌川ポンプ場 

       
 
 
               河川占用許可等件数の推移           

   

区 　　分 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

河川占用許可 138(24) 121(38) 113(24） 118(31） 101(22）

盛土、掘削等土地の形状変更 2(0) 2(2) 7(0） 8(1） 4(0）

土砂、砂利採取等 0(0) 0(0) 0(0） 0(0） 0(0）

官民境界確定 12(2) 16(5) 8(0） 7(0） 3(0）  

※（ ）内は、海南工事事務所処理件数を再掲 
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 河 川 愛 護 会 設 立 状 況 一 覧 表（海草振興局管内） 
           令和 8 年 4 月時点 

 
番号 名 称 代表者氏名 会員数 設立年月日 対象河川

1
大野地区

道路河川愛護会
平木崇士 2,100 昭和43年4月1日 日方川

2 日方川河川愛護会 中野昌臣 1,500 昭和43年4月1日 日方川

3 小原地区小原川愛護会 藤原泰久 150 昭和51年1月1日 小原川

4 中地区河川愛護会 川端好彦 170 昭和53年1月1日 小原川

5 小南河川愛護会 橋詰龍也 100 昭和53年9月1日 小原川

6 下出地区加茂川愛護会 野際幹雄 40 昭和56年7月1日 加茂川

7 貴志川・亀の川・野田原川愛護会 坂口博 2,250 昭和54年7月24日 貴志川・亀の川・野田原川

8 小畑地区宮川堤防愛護会 内芝清典 70 昭和59年1月17日 宮川

9 市坪地区市坪川・大窪川愛護会 東本堅 90 昭和61年10月1日 市坪川・大窪川

10 和田川伊太祈曽地区河川愛護会 大谷秀之 155 昭和63年9月1日 和田川

11 和歌山市内川美化推進会 北支部 片邉義治 26,780 昭和63年4月1日
有本川・大門川・
真田堀川・市堀川

12 和歌山市内川美化推進会 南支部 林紀生 18,110 昭和63年4月1日 和歌川

13 直川河川愛護会 嶋雅男 83 平成元年11月1日 千手川

14 美里河川愛護会 木元伸彦 180 平成3年11月26日 貴志川

15 リバーサイドフェスティバル実行委員会 寺本正樹 50 平成3年4月1日 貴志川

16 曽根田河川愛護会 井戸佑輔 50 平成18年3月15日 加茂川

17 大東ふれ愛プラザ方方 小山 良 40 令和元年9月17日 加茂川

計 17団体 51,918
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１０ 建設業許可業者数 
                                         令和８年４月末現在 

     市町村 
区分 

和歌山市 
 

海 南 市 
 

紀美野町 
 

計 
 

      

      

      

      
 

知事許可 １，６６８ ２０６ ６１ １，９３５ 
大臣許可 ３８   ２ １ ４１ 

計 １，７０６ ２０８ ６２ １，９７６ 
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                        （写真 庁舎上空より撮影） 
 

             海草振興局建設部 
     〒640-8312 和歌山市森小手穂２２７番地 

    電話.073-488-7876（代表）Fax.073-488-5182 
       建設部 直通電話 市外局番（073） 

                                             〇総務調整課 総務調整Ｇ 488-1366 
                         入札契約Ｇ 488-1705 
                                           〇用 地 課       488-1752 

〇管理保全第一課  道路管理Ｇ 488-5771 
  道路保全Ｇ  488-5205 

○管理保全第二課 河川管理Ｇ 488-6163 
         河川保全Ｇ 488-5441 
〇工 務 課 道路Ｇ     488-5083 

                                                    治水Ｇ     488-5032 
                       〇街路公園課         488-2445 
                                                                                          
                                    海南工事事務所           
                                     〒642-0017 海南市南赤坂 19  
                       電話.073-483-4824  Fax.073-483-4890  

                                                                


